自治研修協議会通常総会　椎川校長挨拶

平成１９年１１月２６日（月）
　７月に自治大学校長を拝命いたしました椎川でございます。よろしくお願いいたします。本日は、皆様方、遠方よりお越しいただきまして、大変ありがとうございます。総会、研究会はもとよりでございますけれども、この機会に自治大学校の施設なり現況なりを是非ともご覧になっていただきたいと思っております。
せっかくの機会でございますので、総会に入ります前にちょっとお時間を拝借いたしまして、私どもが今取り組んでおります自治大学校の経営改革、サービス向上・改善運動と地方自治体の人材育成システムの改革について、お話をさせていただきたいと思います。

　資料の中に、その関係の綴りがございますので、ご覧になっていただきながらお聞きいただければと思います。平素から、私ども自治大学校、それから中央研修機関であります市町村アカデミー、あるいは滋賀の国際文化研修所、それから各国立・私立の大学・大学院、そういうところと皆様方が連携をしながら、地方公務員の人材育成に取り組んでいきただいておりまして、まずはお礼を申し上げたいと思っております。

　先日、１１月１４日に政府主催の全国知事会議に私も出席をいたしておりましたが、そのときに福田総理のほうから、予定された議題ではなかったのですけれども、人材育成に関して特にご発言がございました。
「各地域が自立できる体制をつくっていただくことが必要だ。そのためには、やはりそれぞれの地域で人材を確保していただきたい。人材確保というのは、養成もある。人材養成、そのことを是非やっていただきたい。これから、各地域で、地域のよいプロジェクトを見つけてくだされば、国としても支援していこうというようなプランを考えているわけでございますけれども、これはやはり受け手である、実行者である皆様方の地域地域がよい案をつくって、それを実行できる体制があってできることだと思いますので、ぜひその基礎となります人材の育成はよろしくお願いしたい」との趣旨でした。これは、全く、だれが振りつけたわけでもレクチャーしたわけでもないということでございますけれども、このようなご発言があったわけです。

このお話を引くまでもなく当然のことではございますけれども、今いろいろな改革を進めていかなければならない時代であり、そして、その中で地方自治体は地方行革や定員削減といった大変厳しい状況に置かれているわけでございますけれども、そういう時代にこそ、私は人材育成に力を入れるべきであると考えております。

　そのことについて、実は秋口に全国の知事さん、それから特例市以上の市長さん、総務部局長さん、財政課長さん、人事課長さん、市町村課長さん、あるいは税務課長さん等にお手紙を差し上げております。そのお手紙につきましては、資料の3ページから１６ページまでにつけさせていただいておりますので、後ほどよく読んでいただきたいと思いますけれども、今日はそのエッセンスだけをちょっとお話をさせていただきたいと思います。

　大変厳しいこの時代、例えば、皆様方のところでも集中改革プランということで、定員削減、７％だとか１０％だとか、そういうようなことに取り組んでいただいていると思います。そういう時代であるからこそ、定員を１０％削減すれば、押しなべて職員の能力を１０％以上アップさせなければ、住民サービスが低下をする、あるいは後退をするわけでございまして、そういうことをセットで住民の方々に説明しない限りは、多分納得が得られないのだろうと思っております。

　このことは、民間企業では当たり前のこととして行われていることでございまして、例えば、民間の経営者から首長さんになられた方々は大体そのようなことをおっしゃっておられ、実行もされておられます。ところが、公務の世界ではなかなかこのことが常識になっていない。定員を１０％削減すれば人材育成費も１０％削減するというような団体はたくさんあるわけです。そのようなことで、地域がこれから２４時間グローバルな地域間競争の時代に勝ち残っていけるかどうかということが極めて心配であります。

　最近の私ども自治大学校への派遣状況1つとってみても、財政力の豊かな自治体からの派遣が非常にふえております。片や、財政力の若干弱い団体からの派遣は年々減らされる傾向にあるということも言えようかと思います。

　しかしながら一方で、大変熱心な首長さんがおられる自治体は小さな自治体であっても、あるいは財政が苦しい自治体であっても、がんばって継続して研修生を派遣していただいている。だから、問題は財政力だけではありません。人材育成に対するものの考え方も影響しているわけでございます。そういうような状況で、地域力の格差が人材育成や教育研修の格差につながり、さらに将来の地域力格差につながっていくということを大変懸念をし、お手紙を差し上げたわけでございます。

　お金の問題もあるわけでございますけれども、人材育成に要するお金がない自治体というのはあり得ないわけでございます。特に市町村においては、県の研修所や市町村振興協会の活用でありますとか、共同の派遣制度による人材の育成というようなことも考えられるわけです。しかもこの共同研修機関、県の研修機関も市町村にとっては共同研修機関ということになると思いますが、自治大学校も地方公共団体の共同研修機関ということになるわけですけれども、相当な国費を投入をしておりますので、１人研修生の方を送るということは、補助金・交付金なり、交付税をもらっているのと同じことでございます。市町村からすれば県の研修所に研修生を送るということも、まさに同じようなことでなかろうかと思うわけでございます。このように、ものの考え方によっていろいろ工夫のしようがあるのではないかと思っているわけであります。
　さて資料の１ページ、私の考える人材育成の３本柱ということについてであります。まず第１に、私が今、自治大学校の改革というものをどういう考え方で行おうとしているかということでございます。自治大学校は大変長い歴史がありまして、５４年の歴史と伝統を誇っております。しかし、歴史と伝統だけでは、存在価値はだんだん薄れていくということで、新しい時代に沿った、新しい価値の創造を行っていく必要があると考えております。この存在価値を常に見直していく、あるいは我々が提供しているサービスの質の劣化を防いでいく、いや限りない質の向上を図っていくということが大切なわけでございます。そのことに、私ども日夜渾身の努力を払っているということでございます。

　しかしながら、これは私たちスタッフだけでできることではなくて、研修生ご自身、あるいは卒業生の皆さん、そしてもっと重要なのは派遣をしていただいている自治体の皆さんが、この自治大学校をどうしたいか、どういう教育研修をしてもらいたいかということを提案していただく、あるいはご意見を言っていただくということが一番大切なことでございます。また、たくさんの外部講師の先生方にも来ていただいておりますけれども、その先生方からも、もっと研修生はこうあるべきだ、自治体はこうあるべきだ、自治大学校はこうあるべきだというご意見をいただいて、これを地道に１つずつ改善をしていくということが重要でなかろうかと思っております。

　次に第２番目は、地方自治体自身の人材育成に関する理念をもう一度点検をしていただいて、教育研修のシステムを拡充・強化していただく必要があろうかと思っております。システムの拡充・強化といいますと、予算をふやせということなら、それはできないとかいう方がおいでになるんですが、私が言っているシステムの拡充・強化というのは必ずしも予算をふやせというのではありません。同じお金を使っても、先ほど言いましたように、いろんな知恵を出すことによって、効果的、効率的な人材育成ができる余地がございます。先ほど言いましたように、例えば５０万円のお金を使って、自治大学校に１人出せば、これは１５０万円、２００万円の効果がある。現実のお金の問題としても、財源の問題としてもあるわけでございます。そういうこともありますし、外部講師の方々をどういうふうに有機的に連携づけながら使うかということを工夫することによっても、相当効果が上がってくる。あるいは今までのように、階層別の研修だけを営々とやっているのではなくて、自分たちの求める人材像というのは何か、それに対して、どういう研修が必要かをはっきりさせる、職員の皆さんも将来自分自身はこの自治体で、どういう分野で、どういう地位を占めながら、住民のために仕事をやっていきたいかということをはっきりさせていただいて、それに見合った研修をやっていくということも、効果を上げる一つの手法であろうかと思います。

　今こそ、苦しい時代だからこそ、そういうことを点検し、システムの拡充・強化に取り組んでいただく必要があるのではないかと思っております。
　最後、第３番目に、個々の地方公務員の方々の勉強したい、学びたいというモチベーションをどう高めていくかということでございます。これについては大変数が多くて、大変なのでございます。教育公務員を含めて３００万人の地方公務員ということですが、教育公務員や警察、消防職員を仮に外したところで、１００万人以上の地方公務員の方々を潜在的に対象としているわけで、この方々、個々人にどうやって語りかけていくかということは、大変な問題でございます。当然皆さん方のお力もおかりしないといけないわけでございますけれども、幸いに最近はインターネットという手法もございまして、いろいろなメーリングリスト、あるいはホームページ、そういうものを活用しながら、掘り起こしをやっているわけでございます。

　若い層の公務員の方々は大変やる気がありまして、変化の激しい時代に、自分たちがどうやって必要な知識、技術、経験を積んで、住民のために頑張っていけるかということを悩んでいる方もたくさんおられるように思います。最近は、直接私どものほうにもメールをいただくこともふえてまいりました。そういうことをやりながら、さっき申し上げましたように、職場でもどういう人材を育てていかなければいけないかということを常に考えていただいて、人材育成に取り組んでいただく必要があるだろうと思っております。

　そのような考え方のもと、私どももいろいろなことに取り組んでいるわけですが、２ページに、この自治大学校というものを私がどう改革しようとしているかということを付けておりますので、このことからお話を差し上げたいと思っております。

　まず基本的な考え方、そこに６点ほど書いてございますけれども、こういうことで取り組ませていただいております。次に、現在自治大学校で取り組んでいる改革の、ここ５カ月くらいの具体的な成果ということで、１７ページ以下に書かせていただいております。私はまず、１つの課程に来られる研修生の皆さん方に、最低１つはこれまでよりもサービスがよくなった、研修の質が向上したと言っていただけるような精神で改革・改善をしていこうと考えて、これまで取り組んでまいりました。
例えば、主として女性を対象といたしました１・２部特別課程につきましては、そこに書いてあるような方々においでいただき、講演や懇親会をしていただきました。１０月１日に俵萠子さんに来ていただきましたけれども、この講演を聞いた女性１００人が涙を流してお話を聞いていただいたということもございました。１部課程の第１０９期、今入っているわけでございますけれども、この課程の方々には骨太方針２００６、２００７といったような関係の、現在国が閣議決定をして取り組もうとしているいろいろな改革の中身について、それぞれの分野に詳しい方々に講義をしていただこうと計画いたしました。今までは分野別に、例えば福祉政策、あるいは財政政策、そういう講義の中で、こういうことにも触れていただいているわけでございますけれども、やはり、経済財政諮問会議は皆さん方ご存じのように最高の意思決定機関ということで、国政でも注目を浴びているわけでございますから、ここでどういう議論がされ、どういうことが閣議決定されたのかということを、これまでの講義に追加をして講義をしていただこうと思っております。

　それから、いろいろな課程を通じまして、首長の方々の講演を時々やっていただいているわけでございますけれども、既に首長を退職されて大学教授になられた方、あるいはＯＢでおられる方に来ていただきまして、経験談をしていただこうということで、１１月７日には慶応大学の前鳥取県知事の片山善博さんに講演をしていただきました。　それから、来年１月２１日には、全国の研修所長等会議とあわせまして、そういう講演会を計画しておりまして、これは早稲田大学の前三重県知事の北川正恭さんにお願いしております。そのほか行革関係では、北九州市長を５期やられた末吉さんにおいでいただいて、その貴重な経験談をお話いただこうと考えているところであります。
　１９ページに参りまして、来年度から取り組む新しい事柄を、ぜひとも皆さんにこの場でご承知おきいただきたいわけでございます。自治大学校のコースには、長いコース、短いコースといろいろあるんですけれども、できるだけ最先端の今国で行われているような行政改革の手法、あるいは地方に求められているような地域経営改革の手法を、短期間に集中的に習得するようなコースが欲しいという意見がございましたので、これに対応して、来年、３週間の新しいコースをつくることにいたしております。中身は、新しく施行されます地方財政健全化法、既に相当の団体で行われております公会計改革の実践、あるいはＮＰＭの総論、住民協働だとか市場化テストＰＦＩ、地域力の創造、地域産業おこしなどといったような課題につきまして、新しいコースを創設をし、研修生をこれまで自治大に派遣をしていただいていない団体、あるいはこれまで派遣をしていただいているんですけれども、この際研修生を増やして派遣をしたいという団体を中心に、７月くらいに実施しようかと考えております。この資料は、２７ページから２９ページにつけてございますので、ぜひご参照いただきたいと思います。
　それから、１９ページのローマ数字のⅣに戻るわけですが、来年度から政策研究大学院大学の修士課程、あるいは科目履修生という形での連携を試行的に実施していきたいと思っております。地域政策プログラム、知的財産プログラム、そしてこれは新たに来年度からできるまちづくりプログラム、この３プログラムを中心に連携を図っていきたいということで進めております。現在、１年間自治大学校に住み、自治大学校の１部課程も卒業するけれども、この政策研究大学院大学のコースも修了する、あるいは科目履修をするという方を募集しておりまして、もう既に１０人近くの方を出したいというお話をいただいております。こういうことを２、３年積み重ねていきながら、自治大学校での講義を将来単位認定してもらう。さらに将来的には、ここで勉強しながら修士論文を書くことができるように、そのベースメントのところをきちんとここ２、３年でやっていきたいと考えております。その他、いろいろ小さなことから大きなことまでたくさんあるわけでございますけれども、小さいことも決してないがしろにせずに、皆様からいただいたご意見、あるいは研修生の方々、卒業生の方々からいただいたご意見を真摯に受けとめ、サービスの向上に努めていきたいと思っているところでございます。

　さらに、こういうことにつきまして、地方自治体の幹部の方々にお手紙を差し上げたと申し上げましたけれども、顔見知りの方には印刷書簡のほかに手書きの一筆も添えまして、お手紙を差し上げました。そうしたところ、かなりの方々から返事をいただきましたし、電話をおかけいたしましたら、手紙を読みましたとか、あの新設コースに研修生を出したいからお願いしますというような大変ありがたい反応をいただいております。そういうことを考えますと、やはり幹部の方々に直接語りかけていくことが大変重要なことだと思っております。先ほども役員会があり、いろいろお話を伺っておりましたら、既に市町村長さんに対してそういうことをしておられている方もおいでになるということで、皆さん方の立場からすれば、県職員以外にも市町村の職員の人材育成にもご尽力をいただいているわけで、そういう観点から今日のお話を参考にしていただければ非常に幸いであると思っているところでございます。

　以上のような、現在、私どもが取り組んでおりますこの自治大学校の経営改革、あるいはサービス向上運動、改善運動ということと関連づけて、地方自治体自身の人材育成の理念の再構築と、システムの拡充・強化ということを最後にもう一度お願いいたします。また１月に、メンバーが相当重複するかもしれませんが、全国研修所長等会議も開催をさせていただきますので、そのときに、その後の進展なども含めてもう一度お話をしたいと思っておりますけれども、どうか上司の方、お仲間の方々、あるいは市町村の方々に、機会があればこういうお話をお伝えていただいて、これからも私どもと一緒になって人材育成に取り組んでいただければ大変ありがたいと思います。
お時間を拝借して恐縮でしたけれども、以上をもって私からのお話とさせていただきます。ご静聴どうもありがとうございました。
－－了－－
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